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１． 事業者名及び代表者名

株式会社　テクノスルガ・ラボ
代表取締役社長　　望月　淳

２． 所在地

名　称 延床面積 備　考

研究センター 1，654.80㎡ 今回の認証対象

３． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

環境管理責任者　　　総務部 TEL      　054-349-6211

事務担当者　　　　　　総務部 E-mail     tsl-contact@tecsrg.co.jp

４． 事業の概要

微生物の同定試験･分類、群集構造解析、遺伝子解析、微生物同定用ＤＮＡデータベース＆系統解析システムの
開発・販売、生体中の細菌叢・化学物質等の解析・定性・定量分析、分析・検査キットの開発・販売、
テクニカルトレーニング開催

５． 事業規模
２０２２年8月１日現在

項　目

売上高 　　664,571千円（2021年4月～2022年３月）

　　４７名

(内訳：　技術部　２７名、品質保証部　２名、営業部　１３名、総務部　４名　）

６． 事業年度 　毎年　４月１日～翌年３月３１日

７． レポートの運用期間及び発行日

環境経営レポートの運用期間（２０２２年１１月１日～２０２３年３月３１日）

環境経営レポートの発行日（２０２３年４月１７日）

８． 対象範囲

微生物の同定試験･分類、群集構造解析、遺伝子解析、微生物同定用ＤＮＡデータベース＆系統解析システムの
開発・販売、生体中の細菌叢・化学物質等の解析・定性・定量分析、分析・検査キットの開発・販売、
テクニカルトレーニング開催

Ⅰ　組織の概要

内　　　　　容

従業員数

　静岡県静岡市清水区長崎388番地の1

所　在　地
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制定年月日 ２０２２年１０月１日（初版）

株式会社テクノスルガ・ラボ

代表取締役社長　望月　淳 　　

従業員の健康増進と業務の安全性に努め、活力ある作業環境を提供します

環境経営の継続的改善
お客様ニーズと期待に応えるサービス・製品を提供し、お客様の信頼と満足を得るための業務活動に

努め、環境経営の継続的改善を実施します。

環境コミニュケーションの実施

利害関係者のみならず社会とのより良いコミニュケーションを図って行きます
社内においては、全従業員に環境経営方針を周知し、全社員参画による取組を目指します

研究開発において、環境に配慮したサービス・製品作りを推進します

化学物質の適正使用に努めます

電気、ガソリン等の使用量削減に努めます

節水に努めます

3R活動の展開による廃棄物の削減に努めます

環境関連法規制等の遵守

環境関連法規制を遵守します

環境関連法規制の最新情報を入手し、社内展開します

環境に配慮した業務活動

グリーン購入の取り組みにより資源やエネルギー消費を抑えることで、環境に配慮した業務

活動を推進します。
事業活動を通じて、ヒト、動物の健康増進、安心・安全な社会づくりに貢献します。

農業、海洋など環境面に関する研究開発のサポートで貢献します

CO2排出量、廃棄物排出量、水使用量等の削減

Ⅱ　環境経営方針

[環境理念]

　株式会社テクノスルガ・ラボは、経営理念「FACT（真実、事実）の追求」に基づき、本業である微生物、

生体、環境関連の受託分析サービス業務を通じて、廃棄物（フードロス）の削減、地球温暖化問題への

貢献や農業・海洋分野の研究促進、環境活動に積極的に取り組みます。正確な試験結果をお客様に提

供すること、環境関連法規制の遵守をすること、環境面に関連する研究開発をすることが当社の環境対策と

考えて、安全で豊かな環境作りのパートナーとして社会に貢献してまいります。

[基本方針]

　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

２



＜関係者の権限と役割＞

社長
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境管理責任者の任命
③ 環境経営に必要な資源の準備
④ 経営における課題とチャンスを整理し、明確にする
⑤ 環境経営方針の制定及び改定
⑥ 環境経営システム全体の評価と見直し
⑦ 効率的な実施体制の構築と全従業員への周知
⑧ ＥＡ２１の環境経営システムの運用のために必要となる経営資源（人・もの・資金・情報など）を用意する

環境管理責任者
① 環境経営システム全般の運用・管理
② 環境経営目標及び環境経営計画の作成
③ 取組状況の社長への報告
④ 環境経営レポートの作成

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境経営目標・環境経営計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 環境関連法規等の遵守状況チェック
⑥ 環境上の緊急事態の想定と対応策の作成。全体での試行、訓練の実施
⑦ 文書・記録の管理

各部門長
① 部門の環境経営計画の実施
② 部門データの集計
③ 部門の問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

総務部技術部

ＥＡ２１事務局

（総務部）

品質保証部 営業部

望月　淳

環境管理責任者
（総務部）

作成日
作成者 環境管理責任者

2022年8月1日

Ⅲ　実施体制

代表取締役社長

３



１．運用期間（2022年11月〜2023年3月）の環境目標

基準期間

2021年11月
〜

2022年1月

基準値

㎏-CO2 377

kWh ―

L 152

km/L ―

kg 8

産業廃棄物 kg 142.00

一般廃棄物 kg ―

㎥ ―

g 1,526

％ ―

％ ―

＜備考＞

基準年度

2021年度 202３年度 2024年度 2025年度 2026年度

2021年4月
〜

2022年3月

2023年4月
〜

2024年3月

2024年4月
〜

2025年3月

2025年4月
〜

2026年3月

2026年4月
〜

2027年3月

㎏-CO2 626 －２％ －３％ －４％ －５％

電力 kWh ―

ガソリン L 242

ガソリン（燃費） km/L ― 現状把握

灯油 L ―

プロパンガス kg 22

産業廃棄物 kg 291.1 －２％ －３％ －４％ －５％

一般廃棄物 kg ― 現状把握

㎥ ―

g 2,813

％ ―

％ ―

＜備考＞

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

運用期間

2022年11月
〜

2023年3月

目標削減率 目標値

二酸化炭素排出量 -1% 374

内訳

電力 適正な使用

ガソリン 適正な使用

水使用量 適正な使用

ガソリン（燃費） 現状把握

プロパンガス 適正な管理・使用

廃棄物排出量
-1% 140.58

現状把握

３．「ガソリン」は、使用量が少ないため削減目標とはせず、使用量の管理を行い、燃費の向上を目標とする。

化学物質使用量 適性な管理・使用

環境に配慮した業務活動 100%達成

環境経営の継続的改善（お客様満足
度の向上）

現状把握

１．「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－2019年度実績－　2021.1.7環境省・経済産業省
公表の中部電力㈱の調整後の排出係数である0.452(kg-CO2/kWh)を使用した。

２．.「電力」、「水使用量」は、使用量把握ができないため、削減目標は適正な使用とする。

４．「プロパンガス」、「化学物質」の削減目標は、使用量が少なく、代替化が困難なため、適正な管理・使用とする。

５．「環境に配慮した業務活動」は、取り組む必要のあるリスク及び機会に応じて各部門で策定する

６．「環境に配慮した業務活動」は、2022年4月1日から2023年3月31日までの期間で設定した目標への達成率をみるため、運用期間は、取組み途中につき目標値
管理は行わない。

２．中長期の環境目標

項目 単位

目標年度

二酸化炭素排出量

内訳

適切な使用

適性な使用

２０２３年度の実績をもとに策定する

適性な管理・使用

２．.「電力」、「水使用量」は、使用量把握ができないため、削減目標は適正な使用とする。

廃棄物排出量
２０２３年度の実績をもとに策定する

水使用量 適切な使用

化学物質使用量 適切な管理・使用

環境に配慮した業務活動 100%達成

環境経営の継続的改善（お客様満足
度の向上）

２０２２年度の実績を基に策定する

１．「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－2019年度実績－　2021.1.7環境省・経済産業省
公表の中部電力㈱の調整後の排出係数である0.452(kg-CO2/kWh)を使用した。

３．「ガソリン」は、使用量が少ないため削減目標とはせず、使用量の管理を行い、燃費の向上を目標とする。

４．「ガソリン（燃費）」、「一般廃棄物排出量」は、2023年度に現状把握を行い、2024年度から数値目標を設定する。

５．「プロパンガス」、「化学物質使用量」の削減目標は使用量が少なく、代替化が困難なため、適正な管理・使用とする。

６．「環境に配慮した業務活動」は、取り組む必要のあるリスク及び機会に応じて各部門で策定する

７．「環境経営の継続的改善（お客様満足度の向上）」は、2022年度に現状把握を行い、2023年度から数値目標を設定する。４



１１月 １２月 １月 ２月 ３月

A

B

C

D

A

B

C

D

E
品質保証

部

F １２月下旬実施

G

A

B

C

D

E

F

G

H
品質保証

部

A 総務部

A

B

C

D

A 総務部

B

C

D 技術部

E
技術・製
品開発課

F
品質保証

部

A

B

試薬委員
会

電子データの活用

３S活動の実施

印刷物の裏紙の再利用

３S活動の実施

消耗品の適量使用の啓蒙と徹底

社内不良（事故）の防止

3S・廃棄
物委員会

3S・廃棄
物委員会

総務部／
購買委員

会

総務部

Ⅴ　環境経営計画

急発進・急加速の禁止

不必要なアイドリングの禁止

不要な荷物を積まない（１回／月チェックする）

（運用期間：2022年11月～2023年3月）

総務部

スケジュール
環境活動項目 責任者

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ エコ空調モードの励行

二酸化炭素
の削減

社内不良（事故）の防止

空
調
・
照
明
等

総務部

未使用設備の電源OFF(設備・OA機器・他）

使用していない部屋の照明・空調は停止する。

クールビズ、ウォームビズの実施

エアコンの設定温度を定め、適正に利用する。

試験室内の月1回、ISO17025試験所業務に関連する見回
り活動を細菌・菌類グループへ拡大し、100%実施する。

使用化学物質のＳＤＳ入手

購入・保管・使用・廃棄段階の適正管理方法の検討

試薬リスクアセスメント

検体受付時の事故0件

試薬・検体 (菌株含む) の保管管理の徹底と飛散・漏洩時
の対策　対策5件以上／不備5件以内

農業分野の補助金の完遂（実用化を目指す）

空調フィルターの定期清掃

環境経営の継続
的改善（顧客満
足度の向上）

お客様との環境コミュニケーション推進します。
営業部

お客様満足度の向上等を図ります

廃棄物の削減

詰め替え等くり返し使用品の利用

試薬管理システムの運用

グリーン購入のリスト掲載品の利用率Up（昨年比：10%UP）

環境に配慮した
業務活動

水使用量の削減

紙出力時に両面印刷やレイアウトを工夫

適切な分別

節水の励行

化学物質

検体開封時のルールを策定し、教育を行う⇒2022年9月ま
で

営業部

５



①運用期間（2022年11月〜2023年3月）の環境目標の実績　

基準期間

2021年11月
〜

2022年3月

基準値
目標
削減率

目標値 実績値
実績
削減率

評価

㎏-CO2 377 -1% 374 199 -47% 〇

kWh ― 適正な使用 〇

L 152 適正な使用 70 -54% 〇

km/L ― 現状把握 24 〇

kg 8 適性な管理・使用 12 50% 〇

産業廃棄物 kg 142.00 -1% 140.58 215 51% ○

一般廃棄物 kg ― 現状把握 1,732 〇

㎥ ― 適正な使用 〇

g 1,526 適性な管理・使用 9,981 〇

％ ― 100%達成 63 △

％ ― 現状把握 90 ○

＜評　価＞

原因

是正

原因

是正

原因

是正

原因

是正

原因

是正

原因

是正

原因

是正

原因

是正

②次年度の環境経営目標

変更なし

廃棄物排出量（産業廃棄物）

排出の大部分は、検体、アンプル、有機溶媒といった、試験・分析によって生じるものが占めており、受注量の増
減によるところが大きい。

上記に対しては、特にない。一方、占める割合は低いものの、在庫過多や使用頻度が低いために期限切れと
なった試薬の処分品もあるため、適正な在庫管理により削減に努める。

化学物質使用量
管理対象化学物質の使用量・使用頻度が低いため、使用実績を集計するタイミングにて数値が大きく変動する。

特に必要ない

環境に配慮した業務活動（農業分野の補
助金の完遂（実用化を目指す））
※達成率：80％

静岡県からの補助金の交付期間は終了。事業計画としてあと2年を予定。

農業資材メーカーと協力し、継続して実用化を目指す。

環境に配慮した業務活動（試験室内の月1
回、ISO17025試験所業務に関連する見回
り活動を細菌・菌類グループへ拡大し、
100%実施する。）
※達成率：67％

活動開始時は、見回りの指摘による修正業務があったが、１１月頃より、指摘箇所が減った
品質保証部の増員および、試験室内の機器を担当する設備委員会の主要メンバーの機器管理意識の向上が
あったと考えられる。このため、年度後半から見回りを一時終了した。

現状は、特にない。ただし、継続的な維持管理が続いているか見回りは定期的に実施する。

環境に配慮した業務活動（検体開封時の
ルールを策定し、教育を行う⇒2022年9月
まで）
※達成率：60％（「検体受付時の事故0件」
と併せた営業部の目標に対して）

通常業務の対応に追われ、対応ができませんでした。

ルールはあるので、文書化するとともに再教育を行います。

環境に配慮した業務活動（試薬・検体(菌
株含む）の保管管理の徹底と飛散・漏洩時
の対策）
※達成率：70％

達成率：70％　「検体の保管場所と表示」について、グループ間での対応能力の違いがあった

取り組みの見える化を進める。（Next　Cloudのデッキ管理）

「試薬リスクアセスメント」について、法改正の理解、対応範囲についての情報が不足していた。

試薬管理システムの見直し、資源の投入の検討をする。

発注の際、納期を最優先とする状況が多発したため

常時継続利用品について、業務上支障が発生しない範囲で、余裕を持った発注と同等代替品への移行を推進す
る。

内訳

電力

ガソリン

ガソリン（燃費）

プロパンガス（LPG）

廃棄物排出量

水使用量

化学物質使用量

環境に配慮した業務活動

環境経営の継続的改善（お客様満足度の
向上）

環境に配慮した業務活動（グリーン購入の
リスト掲載品の利用率Up（昨年比：
10%UP））
※達成率：39％

二酸化炭素排出量

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

項目 単位

運用期間

2022年11月
〜

2023年3月

６



A 不必要なアイドリングの禁止 ○ 継続実施

B 不要な荷物を積まない（１回／月チェックする） 〇 継続実施

C 急発進・急加速の禁止 ○ 継続実施

D エコ空調モードの励行 〇 継続実施

A エアコンの設定温度を定め、適正に利用する。 〇 継続実施

B クールビズ、ウォームビズの実施 〇 継続実施

C 使用していない部屋の照明・空調は停止する。 ○ 継続実施

D 未使用設備の電源OFF(設備・OA機器・他） 〇 継続実施

E 社内不良（事故）の防止 品質保証部 〇 社内の規程に基づいて運用 継続実施

F 空調フィルターの定期清掃 〇 継続実施

G ３S活動の実施 ○ 継続実施

A 適切な分別 〇 継続実施

B ３S活動の実施 ○ 継続実施

C 紙出力時に両面印刷やレイアウトを工夫 〇 継続実施

D 印刷物の裏紙の再利用 〇 継続実施

E 電子データの活用 〇 継続実施

F 消耗品の適量使用の啓蒙と徹底 〇 継続実施

G 詰め替え等くり返し使用品の利用 〇 継続実施

H 社内不良（事故）の防止 品質保証部 〇 社内の規程に基づいて運用 継続実施

A 節水の励行 総務部 〇 掲示物を設置し、啓蒙した。 継続実施

A 使用化学物質のＳＤＳ入手 △ 継続実施

B 試薬管理システムの運用 △ 継続実施

C 試薬リスクアセスメント △ 継続実施

D 購入・保管・使用・廃棄段階の適正管理方法の検討 △ 継続実施

A グリーン購入のリスト掲載品の利用率Up（昨年比：10%UP） 総務部 ×

9月に発生した自然災害における
不足物資調達について、納期を
最優先としたため、グリーン購入
選定が二の次になってしまった
故、利用率の改善が目標値には
届かなかった。※実績は3.9％UP

継続利用品について、業務
上支障が発生しない範囲で、
同等代替品への移行を推進
する

B 検体受付時の事故0件 ○ 検体受付時の事故はゼロ件達成。 継続実施

C 検体開封時のルールを策定し、教育を行う⇒2022年9月まで ×
ルールはあるが、手順書の作成
ができなかった。 継続実施

D
試薬・検体 (菌株含む) の保管管理の徹底と飛散・漏洩時の対
策　対策5件以上／不備5件以内

技術部 △

不備に関しては、発生事案がな
かった。
対策5件として、「①試薬管理シス
テム運用」、「②検体保管場所の
明確化」、「③保管温度管理」、
「④試薬リスクアセスメント」、「⑤
漏洩時訓練」としていた中で、①と
⑤は完了した。②、③は調整中。
（グループ間での対応能力、設備
納入の遅延）、④は進められな
かった。

①は全従業員を対象に展
開。
②、③、④、⑤は継続実施。

E 農業分野の補助金の完遂（実用化を目指す）
技術・製品

開発課
○

ＡＯＩプロジェクト技術シーズ活用
型事業化促進事業の助成期間が
終了した。今後は資材メーカーと
協力して資材化を目指す。

継続実施

F
試験室内の月1回、ISO17025試験所業務に関連する見回り活
動を細菌・菌類グループへ拡大し、100%実施する。

品質保証部 ○

見回りを行わなくても、一定レベ
ルのグループ内による管理ができ
る様になったと考えます。

今後は、機器管理の状況を
見つつ、管理ルールを明確
にした全社展開を進めたい。
また、点検等の工数も減るこ
とから、環境負荷の小さい機
器の導入を目指したい。

A 顧客との環境コミュニケーション推進します。 △

B 顧客満足度の向上等を図ります ○

＜備考＞

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

環境経営の継
続的改善（顧
客満足度の向
上）

営業部

検体の漏洩に関する事前案内の
徹底、迅速かつ丁寧な対応を行
い、評価をいただいていると考え
ます。

継続実施

水使用量の削減

化学物質 試薬委員会

新たな規制への対応を含めた情
報収集も行い、取組みを進める。

環境に配慮し
た業務活動

営業部

廃棄物の削減

3S・廃棄物
委員会

・適正な分別を社内イントラネット
にて呼びかけた。
・3S活動の継続的な取り組みを目
指す。

総務部

社内イントラネットを用いた啓蒙活
動を実施。

総務部／購
買委員会

消耗品の適正使用を促す掲示を
行った。

二
酸
化
炭
素
の
削
減

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ

総務部

2023年1月までの取り組み状況報
告の際に、温室効果ガスの排出
抑制に向けた社有車の使用に関
する呼びかけも実施。

空
調
・
照
明
等

総務部

照明・空調の消し忘れ防止を呼び
掛ける掲示物を増やした。

3S・廃棄物
委員会

3S活動の継続的な取り組みを目
指す。

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

（運用期間：2022年11月～2023年3月）

環境活動項目 責任者 評価 コメント 今後（次年度）の取組内容

７



１． 環境関連法規等の遵守状況
当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2023年2月14日

評価者　環境管理責任者

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第5条 規制基準値の遵守 非該当（特定施設ではない） 非該当

第6条 特定施設の届出 非該当（特定施設ではない） 非該当

第8条 特定施設の数等の変更の届出 非該当（特定施設ではない） 非該当

第5条 規制基準値の遵守 非該当（特定施設ではない） 非該当

第6条 特定施設の届出 非該当（特定施設ではない） 非該当

第8条 特定施設の変更等の届出 非該当（特定施設ではない） 非該当

第7条 浄化槽設置後の水質検査 非該当（浄化槽の設置なし） 非該当

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃の実施 非該当（浄化槽の設置なし） 非該当

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出 非該当（浄化槽の設置なし） 非該当

第11条
指定検査機関による水質に関する検査の
実施

非該当（浄化槽の設置なし） 非該当

第3条第1項
事業活動によって生じた廃棄物は自らの
責任で適正に処理

適正な保管、処理、委託 ○

第3条第3項 廃棄物の減量化や適正な処理 減量・適正な処理、地方公共団体の施策に協力 ○

第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託処理 市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 ○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項
運搬又は処分を委託する場合の処理基準
の遵守

処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の2第8項 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 事業場ごとに設置 ○

第12条の2第14項 特管産廃の帳簿の保管 事業場ごとに帳簿を5年間保存 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 産廃引き渡し時に処理業者に交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに1年分をまとめて県に報告書提出 ○

第12条の3第8項
管理票写しの送付がない時の適切な措置
の実施

運搬又は処分業者からのD,E票の期間内返却 ○

　　　　　施行規則 第8条 産業廃棄物保管基準
縦及び横それぞれ60cm以上
保管場所、種類、管理者の記載

○

第8条 防火管理者の選任（防火管理制度）
・「防火管理者選任（解任）届出」を管轄の消防
署へ届出
・消防計画を作成し、管轄の消防署に届け出

○

第9条の4
少量危険物 及び指定可燃物の貯蔵及び
取扱基準

・市町条例で定める
・指定可燃物：紙屑、プラスチック類等

該当なし

第10条　別表 危険物の品名 該当なし 該当なし

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出 指定数量以上の危険物の保管の消防署への届出 該当なし

第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検 ○

第11条 屋内消火栓の設置  工場700m2以上 屋内消火栓 ○

第21条4 火災報知器の設置  工場500m2以上 火災報知器 ○

第16条

第一種特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項
冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点
検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）3年に1回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）1年に1回以上

①企業・法人の管理者が確認
簡易点検の実施（３ヶ月に１度）及び記録の保
管
②、③、④
　有資格者による定期点検実施

○

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類
の引き渡し義務

該当なし

経産省・環境省告示 第13号 点検記録の保存期間の延長 点検記録簿は機器廃棄後3年間保存 ○

第5条 特定施設 都道府県知事への届け出 ○

第7条 特定施設の変更 都道府県知事への届け出 該当なし

第12条 水質基準の遵守 排出水の排出制限 ○

第14条 測定値の記録と保管 測定、記録、保管 ○

第14条2 事故時の措置 応急措置と知事報告 該当なし

第6条 特定施設 非該当（ばい煙発生施設はない） 非該当

第13条 排出基準の遵守 非該当（ばい煙発生施設はない） 非該当

第16条 測定値の記録と保管 非該当（ばい煙発生施設はない） 非該当

第17条 事故時の措置 非該当（ばい煙発生施設はない） 非該当

Ⅷ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

法律・条例

義務 法令

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法

廃棄物処理法（廃
棄物の処理及び清
掃に関する法律）

消防法

　　消防法施行令

フロン排出抑制法
（フロン類の使用の合
理化及び管理の適正

化に関する法律）

水質汚濁防止法

大気汚染防止法



条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第7条 規制基準の遵守義務 日常、明らかに匂いを感じない 該当なし

第10条 事故時の措置と報告 応急措置と自治体への報告 該当なし

第15条 悪臭発生物を野外で多量の焼却禁止 ゴム等悪臭発生原因物を焼却しない 該当なし

第3条 有害物質使用特定施設の廃止届と調査 知事へ報告 該当なし

第4,5条
3000m2以上の土地の形態変更時の届け
出と調査・報告

知事へ届け出 該当なし

第2条 特定施設 非該当（特定工場ではない） 非該当

第3条 公害防止統括者の選任 非該当（特定工場ではない） 非該当

第4条 公害防止管理者の選任 非該当（特定工場ではない） 非該当

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特
別措置法

第12条
特定施設  焼却能力50kg/1hr以上
　　　　　　 又は火床面積0.5m2以上

非該当（特定施設ではない） 非該当

第6条 特定毒物研究者の許可 都道府県知事への届出と使用許可 非該当

第11条 毒物または劇物の取り扱い 盗難、紛失、流出防止 ○

第12条 毒物または劇物の表示 医薬用外、毒物、劇物の表示 ○

第15条 廃棄 廃棄基準の遵守 ○

第11条2 使用開始、量、水質変更の届出 下水道管理者に届出 ○

第12条2 特定施設設置の届出、排水基準
下水道管理者に届出、水質基準に適合した排
水

○

第12条12 水質測定の実施と記録の保管 測定、記録保管 ○

第5-13条
ＰＲＴＲ制度
（1ﾄﾝ以上、21人以上、24業種）
第一種指定化学物質　462物質

非該当（対象事業者ではない） 非該当

第14-16条
化管法ＳＤＳ制度
指定化学物質　562物質

情報提供 ○

家電リサイクル法
（特定家庭用機器
再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をす
る者等への適切な引き渡し、料金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 該当無

省エネ法（エネル
ギーの使用の合理化
に関する法律）

第7条
エネルギー使用量の合計が１，５００Ｌ／年
以上の事業者は届出

エネルギー使用量（原油換算値）の把握 非該当

地球温暖化対策推
進法（温対法）

第5条
温室効果ガスの排出抑制に努める。（自主
努力義務、行政への協力））

EA21の取組 ○

リサイクル法（資源
の有効な利用の促
進に関する法律）

第4条 国等の施策への協力（事業者の責務） グリーン購入法の利活用 ○

容器包装リサイクル
法（容器包装に係る
分別収集及び再商
品化の促進等に関
する法律）

法 2 条 ,10 条3
項

以下の容器包装廃棄物を排出す
る事業場
びん、缶、紙、プラスチック製の
もの等、商品に付された全ての
容器包装

市町村の分別基準に従って、適正に排
出

○

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第8条 産業廃棄物管理責任者の設置 事業場ごとに設置 ○

第10条 委託先の実地確認
優良認定業者に委託した場合、インターネット
を利用し確認することにより実地確認とすること
ができる。　記録の5年間保存

○

（静岡県）廃棄物の
処理及び清掃に関
する法律施行細則

第20条 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置または変更 設置または変更から30日以内に報告書を提出 ○

２． 違反、訴訟等の有無
当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟や苦情は過去３年間ありませんでした。

法律・条例

義務
静岡
県・市
条例

静岡市産業廃棄物
の適正な処理に関
する条例

法律・条例

義務 法令

悪臭防止法

土壌汚染対策法

特定工場における公
害防止組織の整備に
関する法律（公害防止
組織法）

毒物及び劇物取締
法

下水道法

特定化学物質の環
境への排出量の把
握等及び管理の改
善の促進に関する
法律（化管法）



作成　 2023年4月16日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

株式会社テクノスルガ・ラボ

代表取締役社長　　　望月　淳

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

Ⅸ　代表者による全体の評価と見直し・指示

１
・
見
直
し
関
連
情
報

項    目 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

エコアクション21文書 審査に向けて必要な文書を完成しました。今年度はこのまま運用する。

環境経営目標及び目標達成状況 目標達成状況を確認しました。各部門で次年度の環境目標を設定する。

環境経営計画及び取り組み実施状況 運用を開始しました。継続的に進めている。

環境関連法規要求一覧及び遵守状況 記録に記載した。遵守できている。

外部コミュニケーション・対応記録 特に問題ありません。

問題点の是正・予防措置の実施状況
３カ月の短期運用であるため、問題点がまだ出てきていない。初回審査で
の問題点については、実施をする。

取引先、業界、関係行政機関、その他の外
部動向

労働安全衛生法の化学物質規制の改定、令和5年4月、令和6年4月施行

その他（                                 ）

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

　約3ヶ月間と短い評価期間であるため、システムの有効性・取組の適切性は今後評価し、見直しをしていくこととする。環境経営目標も
すべてが達成までとはいかないものの、進められていることを確認できた。次年度、各部門の環境目標は設定していく。
　各々の役割、環境への取り組みを促し、エコアクション２１の取組が、企業経営者のみならず個々の従業員にとっても有意義なものと
なるよう、進めていきたい。
　今後、労働安全衛生法の化学物質規制の改定対応に向けて、試薬管理システムの見直し、リスク評価を実施していく。

2023年4月16日

見直し項目 「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

その他のシステム要素

その他（外部への対応）

環境経営目標

環境経営計画

環境に関する組織（実施体制含め）

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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